
第４章 消費者施策の推進を図るための取組  

 

この章では，本県における消費者施策を総合的かつ計画的に推進するための取 

組内容を，６つの消費者施策の展開方向ごとに掲げています。 

そして，これらの取組の推進により，消費者基本計画の目的である「県民の消費

生活の安定及び向上」の実現を図っていきます。 

 

   展開方向１    全ての消費者におけるライフステージに応じた

       体系的・継続的な消費者教育等の推進  

    

学校や地域，職域など様々な場での消費者教育の推進や若年者への消費者教育

の強化，最新の消費者トラブルなどの情報提供，取引環境のデジタル化・グロー

バル化や決済サービスへの多様化に対応した消費者教育に取り組むことにより，

全ての消費者がライフステージに応じた体系的かつ継続的な消費者教育を受ける

ことができる社会を目指します。 

    

 取組の内容 

  (1) 消費者教育の推進 

  (2) 若年者への消費者教育の強化 

  (3) 消費生活に関する情報提供の充実 

  (4) 取引環境のデジタル化・グローバル化や決済サービスの多様化へ

の対応 

 

(1) 消費者教育の推進 

① 様々な場における消費者教育の推進 

ａ 学校１における消費者教育 

・ 学習指導要領に基づき，各教科において充実した消費者教育が行われ

るよう努めます。    

                     （義務教育課，高校教育課，特別支援教育課） 

・ 様々な主体により作成される多様な教材の紹介やデジタル教科書等に     

対応した教材の提供，教職員の指導力向上，消費者問題に精通し専門的     

知識を有する外部講師の活用，消費生活センターなどの関係機関と連携     

した取組などを促進します。 

                         （義務教育課，高校教育課，特別支援教育課） 

・ 成年年齢の引下げを踏まえつつ，教育活動の全体を通じて，幼児，児     

童及び生徒の発達段階に応じた消費者教育を推進します。 

          （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所，学事法制課， 

                  子育て支援課，義務教育課，高校教育課，特別支援教育課） 

 

ｂ 大学等２における消費者教育 

学生が成年に達していることも踏まえ，大学等２における契約に関する

知識やトラブル対処方法の啓発活動を促進します。 

                （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所） 
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ｃ 地域・家庭における消費者教育 

・ 消費生活センターを消費者教育の推進拠点として位置づけ，消費生活

相談等により得られた情報等を基に，地域住民に消費者教育の機会を提

供するとともに，消費者教育の担い手を支援します。 

                （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所） 

・  社会教育施設や各種コミュニティを活用し，消費者問題に関する普及

啓発を行います。 

                   （高齢者生き生き推進課，社会教育課） 

・ 保護者等の行う家庭教育を支援するため，社会教育施設や学校１におけ

る家庭教育学級等の多様な場を活用し，学習の機会や情報の提供を行い

ます。 

        （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所，社会教育課） 

 

ｄ 職域における消費者教育 

・ 事業者がその従業員に対し，研修を実施したり，事業者団体等が行う

講習会を受講させたりすることで，継続的に教育の機会を提供し，従業

員の消費生活に関する知識及び理解を深める取組を促進します。 

                （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所） 

・ 事業者による消費者教育の推進に向けて，新入社員教育を始め，適時，

消費生活に関する情報を提供します。 

                （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所） 

 

e 各種講座等の開催・情報提供 

・ ライフステージに応じた消費生活講座等を開催し，消費者教育を推進

します。 

                     （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所） 

・ 消費者教育コーディネーター３等を活用し，消費生活に関して専門的知

識を有する団体等の講座情報の提供を行うことにより，学校１，大学等２，

地域，家庭，職域での消費者教育を支援します。 

（消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所，社会教育課） 

・ 消費生活に役立つ教材の貸出や消費生活講座の開催により，消費者の

自主的な学習を支援します。 

                      （県消費生活センター，大島消費生活相談所） 

 

ｆ 金融リテラシー４の向上 

・ 金融経済教育推進機構（「J-FLEC」）の取組の周知を図ります。   

                                    （消費者行政推進室） 

・ 県金融広報委員会と連携して，金融リテラシー４の向上に資する講座

の情報を提供します。 

  （消費者行政推進室） 

・ 学校１において，学習指導要領に基づき金融経済教育を行うことで，健

全な金銭感覚，金融の仕組みについて理解が進むよう努めます。 

                 （義務教育課，高校教育課，特別支援教育課） 
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ｇ 持続可能な社会の実現に向けた消費者教育・情報提供 

・ 食品ロスの削減や環境に配慮した消費行動，エシカル消費５など，持

続可能な社会の実現に向けて消費者が積極的に取り組むよう，消費者教

育を推進します。                 

（消費者行政推進室）                         

・ 消費者が，消費者市民社会６の一員として正当な意見を事業者に伝え

る適切な方法を習得することができるよう，ホームページ，SNS等を通

じて情報提供を行います。 

                                    （消費者行政推進室） 

・ 学校１において，各教科や総合的な学習の時間などの授業における学習

や，リサイクル，ごみの分別など学校生活における活動等，教育活動全

体を通して，環境保全活動及び環境教育の充実・推進を図ります。   

                       （義務教育課，高校教育課，特別支援教育課） 

 

                          

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～コラム～ 

   消費者市民社会の形成に向けて 

※出典：消費者市民社会を目指す消費者 

教育（消費者庁ホームページ） 
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h 食育の推進 

・ 学校給食等を活用した学校１における食の指導等を通じて，健全な食生

活に必要な知識や食事の際の作法等，食に関する基礎を習得する機会を

提供します。 

           （かごしまの食輸出・ブランド戦略室，義務教育課，高校教育課， 

                                特別支援教育課，保健体育課） 

・ 若い世代のみならず，高齢者を含めた各世代において，それぞれ健全

な食生活の実現に向けた「大人の食育」を推進します。 

           （健康増進課，かごしまの食輸出・ブランド戦略室） 

 

ｉ 緊急時における消費活動に関する消費者教育・情報提供 

不確かな情報の拡散や不確かな情報に影響を受けて物資の買いだめを行

うといった消費行動や，災害等に便乗した悪質商法に関する注意喚起を行

うため，消費生活講座の開催やホームページ，SNS等を通じた情報提供を

行います。 

（消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所） 

 

② デジタル化に対応した消費者教育の推進  

・ 様々な取組事例や教材，講師派遣を行う団体情報等が掲載された消費者

教育ポータルサイト７の情報の提供等により，デジタル取引に伴う消費者ト

ラブルから自らを守るための消費者教育を推進します。 

                （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所） 

・ 学校１において，情報機器等を利用した消費者トラブル等について，啓発

資料の活用等を通して，児童生徒の指導や保護者への啓発を推進します。 

                 （教育DX推進室，義務教育課，高校教育課，特別支援教育課） 

 

③ 消費者教育の人材（担い手）の育成・活用  

ａ  人材育成の支援 

市町村が消費者教育を推進していくための人材育成を支援するため，市

町村消費生活相談員等を対象とした研修を実施します。 

また，県消費生活センター等の消費生活相談員等について，国民生活セ

ンター等が実施する消費者教育講座等の受講により，知識・技能の向上を

図るとともに，市町村等に講座等の情報提供を行い，市町村消費生活相談

員等の講座等への参加を促進します。 

                （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所） 

 

ｂ 教職員を対象とした研修の実施 

消費者教育の推進役となる教職員を対象として，消費者教育に関する研

修等を行うことにより，教職員の指導力の向上に努めます。       

（消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所，義務教育課，高校教育課） 

      

ｃ 地域における消費者教育の推進の取組 

地域での消費者教育の取組が進むよう，消費者教育の担い手に関する情

報の提供や，行政，消費者団体８，事業者・事業者団体等の消費者教育に

関する情報交換に努め，多様な担い手の連携を支援します。 

          （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所，社会教育課） 
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④ 消費者教育の教材等の提供 

消費者教育ポータルサイト７の周知や，消費者教育のために役立つ情報の提

供等により消費者教育の充実を支援します。 

                （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所） 

 

(2) 若年者への消費者教育の強化 

① 若年消費者連絡協議会の開催による消費者トラブルの未然防止等 

若年者の消費者トラブルの未然防止，被害拡大防止及び被害者救済のため，

「若年消費者連絡協議会」の開催により，関係機関との情報交換・協議等を

行います。 

（消費者行政推進室，県消費生活センター，学事法制課，青少年男女共同参画課，義務教育課， 

高校教育課，社会教育課，県警生活安全企画課，県警人身安全・少年課，県警生活環境課） 

 

② 大学生等による若年者の消費者トラブル防止対策 

若年者の消費者トラブル防止対策の充実強化を図るため，大学生等による

ボランティア活動9により，若年者が主体となった効果的な啓発活動を展開し

ます。 

                                    （消費者行政推進室） 

 

③ 若年者に向けた情報発信 

若年者の利用率が高いSNSにおいて，消費者トラブルに対する注意喚起や

消費生活に関する相談ができる消費者ホットライン188の周知を行います。 

                                    （消費者行政推進室） 

 

④ 消費者教育ポータルサイト７等を活用した実践的な消費者教育の推進 

・ 学校１において，消費者教育ポータルサイト７等を活用し，実践的な知識

の習得を図ります。 

                         （義務教育課，高校教育課，特別支援教育課） 

・ 大学等２や事業者からの要請等に応じた消費生活講座等を対面やオンライ

ンで開催し，学生や若手従業員への学習機会を提供します。 

また，大学等や事業者に対し，消費者教育ポータルサイト７の周知を行い

ます。 

                （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所） 

 

(3) 消費生活に関する情報提供の充実 

① 各種媒体を使った情報提供 

・ 消費者が消費生活に関する必要な知識を習得し，情報を収集するなど自

主的かつ合理的に行動することができるよう，最新の消費者トラブル情報

や消費生活全般について，ホームページやSNS等を通じ情報提供を行いま

す。 

                （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所） 

・ より多くの県民に必要な情報が届くよう，県の関係団体を通じて情報発

信を行います。 

                                         （全所属） 
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② 食の安心・安全に関する情報提供 

食の安心・安全の確保に関する情報の収集と整理を行い，県民に対し，正

確かつ適切な情報を提供します。 

                （かごしまの食輸出・ブランド戦略室，生活衛生課，健康増進課） 

 

 

(4) 取引環境のデジタル化・グローバル化や決済サービスの多様化への対応 

取引環境のデジタル化や海外事業者との取引の増加，決済サービスの多様化

を踏まえ，消費者トラブルの未然防止，再発・拡大防止の観点から，トラブル

事例の情報提供や取引等に関する消費者教育を推進します。 

           （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所） 

 

 

 

 

      

     

 

 

 

 

 

 

１ 第４章本文における「学校」とは，学校教育法第11条に規定する学校のうち，大学及び高

等専門学校を除いたものとする。 

2 第４章本文における「大学等」とは，大学，短期大学，専修学校等とする。 

３ 消費者コーディネーターとは，消費者教育を担う多様な関係者や場をつなぐため，間に立っ

て調整をする役割を担う者のこと。 

４ 金融リテラシーとは，金融に関する健全な意思決定を行い，究極的には金融面での個人の幸

福を達成するために必要な，金融に関する意識，知識，技術，態度及び行動の総体のこと。 

５ エシカル消費（ethical=倫理的な・道徳的な）とは，地域の活性化や雇用などを含む，人・

社会・地域・環境に配慮した消費行動のこと。（Ｐ65参照） 

６ 消費者市民社会とは，消費者の社会的役割や消費者教育推進の在り方を考える際の共通概念

であり，「消費者が，個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ，自らの

消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影

響を及ぼし得るものであることを自覚して，公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画す

る社会」（消費者教育の推進に関する法律第２条第２項）のこと。 

７ 消費者教育ポータルサイトとは，学校や地域等において消費者教育を実践するために役立つ

教材，取組事例，講師派遣等を行う団体，啓発チラシ・啓発動画の情報を収集し，提供する消

費者庁のウェブサイトのこと。 

８ 消費者団体とは，消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表明，消費者に対する

啓発及び教育，消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の消費者の消費生活の安定及

び向上を図るための健全かつ自主的な活動に努める団体のこと。 

9 大学生等によるボランティア活動について，県では大学生等を「かごしま消費者ボランティ

ア188」として任命し，消費者ホットライン188の周知・広報，啓発キャンペーンや広報番組

への参加などに取り組んでいただいている。ボランティアの意見を踏まえた施策として，

Instagramでの情報発信や大学での啓発物配布なども行ったところ。 

「消費者教育の体系イメージマップ」（Ｐ28参照）の活用 

消費者教育の推進に当たっては，年代や学校，地域，家庭，職域等の様々

な場の特性に配慮する必要があり，「消費者教育の体系イメージマップ」の活

用が効果的です。 
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   展開方向2   配慮を要する消費者に係る消費者トラブルの未

       然防止とその救済  

    

配慮を要する消費者への見守り活動を行う消費者安全確保地域協議会の設置促

進・活性化や啓発に取り組むことにより，消費者トラブルを未然に防止し，トラ

ブルに遭った場合にも早期救済が図られるなど，配慮を要する消費者の安心・安

全な消費生活が確保される社会を目指します。 

    

 取組の内容 

  (1) 地域における見守り活動の充実           

  (2) 配慮を要する消費者への啓発 

 

(1) 地域における見守り活動の充実   

① 市町村における消費者安全確保地域協議会の設置促進・活性化  

配慮を要する消費者の消費者トラブルを防止するため，消費者安全法１に基

づく「消費者安全確保地域協議会」の設置及び活性化に向け，市町村への情

報提供や研修等を行い，地域での見守り体制の強化を図ります。 

                                    （消費者行政推進室） 

 

② 配慮を要する消費者の見守り体制の充実 

ａ 地域における見守り体制の支援 

・ 一人暮らしや夫婦のみの世帯の高齢者，障害者などで，身近に相談す

る人がいない，配慮を要する消費者の消費者トラブルを未然に防止する

ため，地域における見守り体制づくりや市町村における消費生活に関す

る見守り活動への取組を促進します。 

            （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所， 

社会福祉課，高齢者生き生き推進課，障害福祉課） 

・ 社会福祉協議会や地域で見守り活動を行っている様々な組織，民生委

員，ホームヘルパー等の見守り体制の構成員を対象に，消費者問題につ

いての理解を深めるための講座を開催するとともに，啓発用チラシの配

布等により情報を提供し，消費者トラブルを発見した場合の相談窓口の

周知を図ります。 

            （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所， 

                       社会福祉課，高齢者生き生き推進課，障害福祉課） 

 

b 地域見守りネットワークづくりの促進 

高齢者等の援護を必要とする人を地域全体で支えるネットワークづくり

を促進するため，地域住民が主体となった見守りグループの組織化を支援

します。 

                                  （高齢者生き生き推進課） 
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ｃ 地域包括支援センター２における相談支援 

高齢者が安心して生活を継続していけるよう，地域包括支援センターに

おいて，高齢者の各種相談に対応するとともに，消費者トラブルの防止に

関して，民生委員や介護支援専門員等へ必要な情報提供を行うなどの取組

を促進します。 

                                  （高齢者生き生き推進課） 

 

d 日常生活を営むのに支障がある者への支援 

認知症，知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理又

は日常生活に支障がある方が，自立した地域生活を送れるよう，福祉サー

ビス利用支援事業や成年後見制度の利用を促進します。 

                     （社会福祉課，高齢者生き生き推進課，障害福祉課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※参照：高齢者・障がい者の見守り 
ガイドブック（消費者庁） 
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(2) 配慮を要する消費者への啓発 

① 県消費者安全確保地域協議会による情報共有と啓発 

・  県消費生活センターや関係機関・団体からなる「県消費者安全確保地域

協議会」において情報共有を行い，連携した効果的な取組を推進します。 

（消費者行政推進室，県消費生活センター，社会福祉課，高齢者生き生き推進課， 

                       県警生活安全企画課，県警生活環境課） 

・  県老人クラブ連合会と連携し，老人クラブの全会員に配布する機関紙に

おいて，うそ電話詐欺（特殊詐欺）３及びSNS型投資・ロマンス詐欺４等の

消費者被害への注意喚起を行うほか，県老人クラブ大会等において，消費

者トラブル防止のための啓発用のぼり旗を設置するなどの啓発活動を行い

ます。 

                                  （高齢者生き生き推進課） 

 

② うそ電話詐欺（特殊詐欺）３及びSNS型投資・ロマンス詐欺４等の消費者被

害防止に向けた広報活動 

関係機関・団体や市町村等と連携し，各種広報媒体を活用して消費者被害

を防止するための広報啓発活動を推進します。 

               （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所， 

                           くらし共生協働課，県警生活安全企画課） 

③ 配慮を要する消費者への情報提供 

配慮を要する消費者が自ら合理的な意思決定を行い，消費者トラブルを認

識し危機を回避したり，トラブルに遭った場合に適切に対処できるよう，配

慮を要する消費者に伝わりやすく工夫して情報提供を行います。 

               （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所， 

                         障害福祉課，県警生活安全企画課） 

④ 配慮を要する消費者への学習機会の提供 

・ 自治会や老人クラブ，特別支援学校等からの要請等に応じた消費生活講

座等を対面やオンラインで開催し，配慮を要する消費者への学習機会を提

供します。 

                （消費者行政推進室，県消費生活センター，大島消費生活相談所） 

・ 「誰一人取り残さない，人に優しいデジタル化の実現」に向け，消費者

がデジタル機器に触れる，活用する機会の情報提供を行います。 

                                     （デジタル推進課） 

 

１ 消費者安全法とは，消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現

に寄与することを目的に定められた法律で，平成21年の消費者庁創設と同時に施行された。 

２ 地域包括支援センターとは，地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する

ことを目的として各市町村に設置されており，介護予防事業のマネジメント，高齢者やその家

族に対する総合的な相談・支援などの事業を一体的に実施している機関のこと。 

３ うそ電話詐欺（特殊詐欺）とは，被害者に電話をかけるなどして対面することなく信用させ，

指定した預貯金口座への振り込みその他の方法により，不特定多数の者から現金等をだまし取

る犯罪を総称したもののこと。 

４ SNS型投資詐欺とは，相手方が，主としてSNSその他の非対面での欺罔行為により投資を勧

め，投資名目で金銭等をだまし取る詐欺。SNS型ロマンス詐欺とは，相手方が，SNSその他の

非対面での連絡手段を用いて被害者と複数回やり取りすることで恋愛感情や親近感を抱かせ，

金銭等をだまし取る詐欺のこと。 
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